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他科の先生に
知って欲しい 呼吸器外科編①

胸腔鏡手術あれこれ
－多孔式・単孔式・ロボット支援－

川崎医科大学呼吸器外科学　教授
 川崎医科大学附属病院 呼吸器外科　部長　中　田　昌　男

　胸腔鏡手術は1990年代の初頭に気胸に対する手術として応用が開始されま
した。その後は爆発的に普及し、日本胸部外科学会による調査では、我が国
で行われた2018年の全呼吸器外科手術の実に82％が胸腔鏡手術で施行される
に至っています。このように今や呼吸器外科における標準的手術法として胸
腔鏡手術手技は、ほぼ確立されていますが、ここ数年多様化が進みつつあり
ます。
　従来の胸腔鏡手術は主に３つのポートを作成することで行われてきました。
すなわち、術者が操作を行う３～４cmの小開胸創と、カメラ用と助手用の２

つの１cm程度のポートから胸腔内にアクセスするもので、これは多孔式胸腔鏡手術と呼ばれま
す。肺がんに対する肺葉切除のみならず、気管支形成などの複雑な手技も最近では、このアプロー
チ法で行われることが増えてきました。当然のことながら、従来の後側方開胸に比較すると患者
への侵襲は格段に少なく、根治性も遜色ないことが明らかになっていますが、さらなる進化を求
めて近年、ロボット支援手術と単孔式胸腔鏡手術が注目を浴びています。
　ロボット支援手術（いわゆる、ダビンチを用いた手術）は、2018年に呼吸器外科領域まで適応
が拡大し、保険収載されたのを受け、全国的に普及が加速しています。ロボット支援手術では、
術者は３Dモニターにより立体的な画像を見ることが可能であり、また、ロボットアームは人間
よりも多くの関節と可動域を持つため、より複雑かつ繊細な操作を行うことができます。これに
より、手術の安全性や精度が向上することが期待されています。しかし、少なくとも４つのポー
トが必要という欠点があり、３ポートで行う多孔式胸腔鏡手術よりは侵襲性で劣る可能性も指摘
されています。
　一方、ここ数年、さらなる低侵襲性を追求した単孔式胸腔鏡手術が注目されてきました。単孔
式とは文字通り、ひとつの傷からすべての操作を行う方法であり、具体的には４cm程度の小開胸
創からカメラも手術器具もすべて挿入して手術が行われます。傷の数が減ることから術後の疼痛
は多孔式よりも軽く、美容的にも優れています。しかし、カメラと手術器具が同じ方向から胸腔
内に入ることになるので十分な視野が得られないことがあるうえ、器具同士が干渉しあうため操
作性も悪くなり、多孔式より難易度がはるかに上がります。また、悪性腫瘍の手術におけるリン
パ節郭清の精度について疑問視する意見も上がっており、現状ではリンパ節郭清が省略できるよ
うな早期の肺がんに対して実施されることが多いようです。
　このように、ひとくちに胸腔鏡手術といっても、そのアプローチ法は多様化してきました。あ
たかも、1990年代に開胸手術から胸腔鏡手術へ移行が始まったころ、喧々諤々とその妥当性につ
いて意見が飛び交った状況に似ています。しかし、手術を行ううえで最も重要なのは安全性と根
治性です。今後、これらのアプローチ法はこれらの点について検証がされることになります。一
方で、単孔式用のロボットも開発が進みつつあると聞いています。如何にして安全性と根治性を
担保しながら低侵襲化を図るか、そしてその技術をどうやって若手に教育するかが、呼吸器外科
領域のこれからの大きな課題であります。
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５．都道府県医師会からの質問・要望事項
　日医医賠責に付託するタイミングについて（佐賀県医師会）
　 　日本医師会医師賠償責任保険紛争処理規程に基づき、100万円を超える可能性があれば事故
報告書を速やかに日本医師会へ送付。100万円を超える場合でも日医医賠責保険の対象の必要
なしと判断時は、紛争処理手続きにゆだねる必要はない。

　日医付託事案で「無責」判定を受けた場合の解決法は（熊本県医師会）
　 　交渉の場合も訴訟・調停の場合も無責主張を行う。委員会では見舞金解決およびその金額が
妥当かどうか判断を行う。

　新型コロナウイルス感染症に関わる自宅療養者サポート医の責任について（長崎県医師会）
　 　都道府県と都道府県医師会館で新型コロナ感染症自宅療養者診療待機等業務委託契約が結ば
れている。厚労省通知によれば、ひな形で各都道府県が第三者に対して、損害賠償請求を負っ
た場合には、これを代償するとなっている。

　 　なお、会員が行った委託業務に起因する患者の身体障害について、損害賠償が請求された場
合は、日医医賠責保険の対象となる。

　医療事故調査制度と医事紛争との関係（栃木県医師会）
　 　日医付託案件数から見た場合、院内調査報告件数は、年間360件前後で推移。センター調査
報告書等交付件数の増加も認めておらず、現時点では調査報告書が訴訟に利用されている件数
の増加は確認されていない。

　法人代表がA会員であっても管理者がA会員以外の医療機関の特約保険加入について
 （神奈川県医師会）
　 　現行では、日医A会員で法人の理事であれば、管理者が日医非会員であっても補償対象施設
となる。現在、管理者が会員である施設を対象とする方向で検討中である。管理者個人の加入
状況により法人の補償の有無が左右されてしまうなどの課題もある。できる限り、管理者も会
員となっていただくよう勧めている。

　ホテル療養患者死亡に対する県和解金支払いに対する日本医師会の対応について（愛知県医師会）
　　日本医師会においても適切に対応していきたい。

６．閉会挨拶 松原謙二副会長

 （合地　明常任理事）
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